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三田市市民センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 

三田市市民センター条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

令和５年１１月２４日提出 

 

三田市長 田 村 克 也    



三田市条例第  号 

 

三田市市民センター条例の一部を改正する条例 

 

三田市市民センター条例（平成６年三田市条例第３３号）の一部を次のように改

正する。 

第３条の２に次の１項を加える。 

２ 市長は、市が行う子育て事業のためにウッディタウン市民センターの施設の一

部を使用する場合、規則で定めるところにより、当該施設の一部について使用を

休止し、又は使用時間を変更することができる。 

別表５ 三田市さんだ市民センター使用料の部を次のように改める。 

 ５ 三田市さんだ市民センター使用料 

区分 面積（平方メートル） 定員（人） ３０分当たりの使用

料の額（円） 

大集会場 １６２．０ ２００ ４５０ 

１階会議室 ４４．０ ２４ １５０ 

創作室 ３１．０ １５ １００ 

２階会議室 ６５．０ ５０ ２００ 

和室 ４３．０ ２０ １５０ 

プレイルーム ５２．０ ２５ １５０ 

調理室 ９６．０ ３０ ２５０ 

２階小会議室１ ３３．０ ２０ １００ 

２階小会議室２ ３６．０ １８ １００ 

多目的室１全室 １３２．０ １００ ４００ 

多目的室１Ａ半室 ６９．０ ５０ ２００ 

多目的室１Ｂ半室 ６３．０ ５０ ２００ 

多目的室２ ７９．０ ４０ ２５０ 

サークル室 ２９．０ ２０ １００ 

３階小会議室 ２２．０ １２ １００ 

付 則 



この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、別表５ 三田市さんだ市

民センター使用料の部の改正規定は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内

において規則で定める日から施行する。 


